
 

○安全運転管理者制度に関する事務処理要領の制定について 

（令和８年３月 18日付け香交企第 49号） 

 

 

 安全運転管理者制度に関する事務処理については、「安全運転管理者制度に関する事務処理要

領の制定について」（令和７年３月21日付け例規香交企第54号。以下「旧例規」という。）によ

り運用してきたところであるが、この度、安全運転管理者等講習について一部見直しを行い、別

添のとおり「安全運転管理者制度に関する事務処理要領」を定め、令和８年３月18日から実施す

ることとしたので、事務処理上遺漏のないようにされたい。 

なお、旧例規は、令和８年３月17日をもって廃止する。 

 



 

別添 

安全運転管理者制度に関する事務処理要領 

 

第１ 趣旨 

この要領は、道路交通法（昭和35年法律第1 0 5号。以下「法」という。）第74条の３第１項

の自動車の使用者（以下「事業主」という。）並びに同項の安全運転管理者及び同条第４項の

副安全運転管理者（以下「安全運転管理者等」という。）に係る事務の取扱いに関し必要な事

項を定めるものとする。 

第２ 選任の届出等 

 １ 選任に係る届出書の受理等 

(１) 署長は、安全運転管理者等の選任に係る道路交通法施行細則（平成12年香川県公安委

員会規則第３号。以下「施行細則」という。）第21条第１項に規定する安全運転管理者等

に関する届出書（以下「届出書」という。）及びその関係書類の提出を受けたときは、届

出の内容を確認し、これを適当と認めるときは、受理するものとする。 

(２) 安全運転管理者等が道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」

という。）第９条の９に規定する要件を備えているか否かの確認は、別記様式第１号の安

全運転管理者等届出事項確認表（以下「確認表」という。）により行うものとする。 

(３) 署長は、事業主から安全運転管理者等の選任に関する相談を受けたときは、当該事業

主に対し、施行規則第９条の９に規定する要件を備えた者のうちから事業所における地位、

年齢、運転管理経歴等を勘案し、法第74条の３第２項に規定する業務が適正に行える者を

選任するよう指導するものとする。 

(４) 署長は、安全運転管理者等の選任の義務を怠っている事業所（以下「未選任事業所」

という。）を発見したときは、当該未選任事業所の事業主に対し、安全運転管理者等を選

任するよう指導するとともに、必要に応じて当該事業主を法第1 1 9条の２に該当する者と

して所要の措置をとるものとする。 

 ２ 解任に係る届出書の受理等 

(１) 署長は、安全運転管理者等の解任に係る届出書の提出があったときは、当該届出の内

容を確認し、適当と認めるときは、受理するものとする。 

(２) 解任事由の確認は、確認表により行うものとする。 

(３) 安全運転管理者等を解任した日から15日以内に新たな安全運転管理者等を選任した場

合は、解任した安全運転管理者等に係る解任の届出を要しないものとする。 

 ３ 変更に係る届出の受理等 

(１) 署長は、施行細則第21条第２項の規定による自動車の使用の本拠の位置を変更する旨

の届出書を受理した場合において、変更前の使用の本拠の位置が県内の他の署の管轄区域

内であったときは、当該変更前の使用の本拠の位置を管轄する署の署長に、変更の届出が

あった旨を通知するものとする。 

(２) (１)の通知を受けた署長は、保管している当該通知に係る安全運転管理者等の届出書

及びその関係書類の写しを速やかに当該通知をした署長に送付するものとする。 

４ 選任等に係る届出書等の送付 



 

(１) 署長は、安全運転管理者等の選任（新規）又は届出事項の変更（３(１)に該当する変

更に限る。）に係る届出書を受理したときは、当該届出書に整理番号を付し、関係書類及

び確認表を別記様式第２号の安全運転管理者等に関する資料送付書（以下「資料送付書」

という。）とともに交通企画課長に送付するものとする。この場合において、副安全運転

管理者に係る届出書の整理番号は、その事業主の安全運転管理者の選任に係る届出書の整

理番号の枝番号とする。 

(２) 署長は、安全運転管理者等の選任（新規を除く。）若しくは解任又は届出事項の変更

（３(１)に該当する変更を除く。）に係る届出書を受理したときは、当該届出書に解任又

は変更前の整理番号を付し、当該届出書を資料送付書とともに交通企画課長に送付するも

のとする。 

(３) 署長は、安全運転管理者等の選任若しくは解任又は届出事項の変更に係る届出書を交

通企画課長に送付するときは、その写しを作成し、これを保管し、及び保存するものとす

る。 

(４) 交通企画課長は、署長から安全運転管理者等の選任若しくは解任又は届出事項の変更

に係る届出書及びその関係書類の送付を受けたときは、署ごとに送付年月日の順番に保管

し、及び保存しておくものとする。 

第３ 講習 

 １ 講習の実施 

(１) 交通企画課長は、法第1 0 8条の２第１項第１号に規定する安全運転管理者等に対する

講習（以下「講習」という。）を実施するときは、講習場所、講習時間、受講人員等を考

慮し、並びに当該講習場所を管轄区域とする署の署長及び地区安全運転管理者協議会会長

と協議の上、別記様式第３号の安全運転管理者等講習実施計画を作成して、公安委員会に

報告するものとする。 

(２) 施行細則第90条の規定により本部長が定める講習の細目は、別表第１のとおりとする。 

 ２ 講習の委託 

   法第1 0 8条の２第３項の規定に基づき講習を委託する場合は、施行規則第38条の３に定め

る基準に適合する者と委託契約を締結するものとする。 

この場合、受託者の講習実施責任者及び講習実施監督者に対して、安全運転管理者等講習

実施計画書に基づいた講習を実施させるとともに、十分な講習水準が維持され、かつ、次に

掲げる事務が適正に行われるよう指導及び監督するものとする。 

  (１) 講習の実施体制及び内容に関すること。   

(２) 講師の選定及び会場の確保に関すること。 

(３) 講習用教材等の提供に関すること。 

(４) 受講対象者に対する受講の通知に関すること。 

(５) 講習の受付及び受講確認に関すること。 

(６) 講習に対する質疑に関すること。 

(７) 講習効果の測定及び講習方法の研究に関すること。 

(８) 講習の運営に関すること。 

(９) オンラインによる講習を実施する場合における機器の設置、撮影、現場対応その他オ



 

ンラインによる講習の実施に関すること。 

(10) その他講習の実施に関すること。 

３ 講師の認定 

(１) 道路交通法実施規程（平成12年香川県警察本部告示第19号）第46条第２号の規定によ

る講師の認定は、次に掲げる者のうち講師として適任と認める者を、交通企画課長が本部

長に推薦して行うものとする。 

ア 安全運転管理及び交通安全教育に精通し、交通関係法令の専門的知識を有した大学教

授、弁護士等の学識・経験を有する者 

イ 安全運転管理の模範となる事業所の安全運転管理者等であって、法第74条の３第２項

に規定する交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務に熱心に取り組んでい

る者 

ウ 本部若しくは署の警部以上の階級にある警察官又はこれに相当する職にある職員であ

る者 

(２) (１)ア及びイに掲げる者を講師に認定したときは、別記様式第４号の委嘱状を交付す

るものとする。 

４ 講習の受講通知 

(１) 講習の受講対象者は、前年度の３月31日時点における安全運転管理者等の選任事業所

の安全運転管理者等とする。 

(２) 事業主に対する講習の通知は、当該安全運転管理者等を選任した事業主に対し、当該

年度の４月１日から起算して１月以内に、施行規則第38条第17項の通知書（以下「通知書」

という。）により郵送で行うものとする。 

 (３) オンラインによる講習を希望し、講習日の40日前までに受講手数料を管轄警察署に提

出した事業主に対し、講習の受講に必要なパスワード等を通知する。 

５ 補講の措置 

  交通企画課長は、安全運転管理者等が講習を受講した時間が施行細則第86条に規定する時

間に満たないときは、当該講習以後に開催される講習の日程を教示し、欠講した講習細目を

受講させるよう指導するものとする。 

６ 欠講者に対する措置 

(１) 交通企画課長は、安全運転管理者等があらかじめ通知した講習を受講しなかったとき

は、当該安全運転管理者等の事業主に対し、当該講習以後に開催される講習の日程を再度

通知するとともに、署長を通じて講習を受講させるよう指導するものとする。 

(２) その年度の講習が終了した時点において受講しなかった安全運転管理者等があるとき

は、交通企画課長は、署長を通じて、速やかに当該事業主から別記様式第５号の理由書を

徴するとともに、安全運転管理上改善を要する事業所については、法第75条の２の２第１

項の規定による報告又は資料の提出を求めるものとする。 

７ 講習修了通知書  

   交通部長は、安全運転管理者等が当該年度の講習を受講したときは、別記様式第６号の講

習修了通知書を交付するものとする。 

８ 講習の免除 



 

(１) 安全運転管理者等で自動車安全運転センター法（昭和50年法律第57号）第３条の自動

車安全運転センターが主催する安全運転管理者課程（４日課程又は５日課程のものに限る。

以下「安全運転管理者課程」という。）の研修を修了している者には、当該研修の修了し

た日以降で直近に開催する講習の受講を２回免除される資格を付与するものとする。ただ

し、当該安全運転管理者等からの講習の受講の申出がある場合は、これを妨げない。 

(２) 交通企画課長は、(１)の規定により講習の受講が免除される資格を有する者に対し、

別記様式第７号の安全運転管理者等講習免除通知書により通知をするものとする。 

(３) 署長は、(２)の規定による通知を受けた者から別記様式第８号の安全運転管理者等講

習免除届出書の提出を受けたときは、受講免除期間を確認の上、当該安全運転管理者等講

習免除届出書及び安全運転管理者課程の研修を修了したことを証する書面の写しを交通企

画課長に送付するものとする。 

第４ 教習及び認定 

 １ 教習申請の手続等 

署長は、施行規則第９条の９第１項第２号に規定する教習を受けようとする者から、施行

細則第23条第１項の規定による申請書の提出を受けたときは、別記様式第９号の教習・認定

申請処理簿に必要な事項を記載した上で、当該申請書及びその関係書類を資料送付書ととも

に交通部長に送付するものとする。 

 ２ 教習の実施基準等 

(１) 教習は、交通部長が日時、場所、内容その他必要な事項を指定し、これを申請者に通

知して行うものとする。 

(２) 教習の時間及び科目の基準は、別表第２に定めるとおりとする。 

 ３ 認定申請の手続等 

   署長は、施行規則第９条の９第１項第２号の規定による認定を受けようとする者から施行

細則第23条第１項の規定による認定の申請書の提出を受けたときは、教習・認定申請処理簿

に必要な事項を記載した上で、当該申請書及びその関係書類を資料送付書とともに交通部長

に送付するものとする。 

 ４ 認定の基準 

   交通部長は、署長から認定の申請に係る書類の送付を受けたときは、当該認定を受けよう

とする者が施行規則第９条の９第１項第２号イ及びロに該当しない者であって、次に掲げる

要件のいずれかに該当する者であることを別記様式第10号の安全運転管理者等認定審査表に

より審査するものとする。 

(１) 道路運送法（昭和26年法律第1 8 3号）及び貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83

号）に規定する運行管理者としての経験のある者 

(２) 道路運送法第３条第１号の一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法第２条

第２項の一般貨物自動車運送事業若しくは同条第３項の特定貨物自動車運送事業を経営し

た経験のある者 

(３) 安全運転管理者課程の研修を修了した者 

(４) その他自動車の運行に関し直接管理できる地位を有する者であって、指導力、職務経

験等を総合的に勘案した結果、安全運転管理者等としての能力を有すると交通部長が認め



 

た者 

 ５ 認定又は不認定の通知 

(１) 交通部長は、施行規則第９条の９第１項第２号の規定による認定の決定をしたときは、

速やかに当該申請を受理した署長を経由して認定の申請者に対し、施行細則第23条第２項

の規定による資格認定書の交付をするものとする。この場合において、教習・認定申請処

理簿に必要な事項を記載するものとする。 

(２) 交通部長は、施行規則第９条の９第１項第２号の規定による認定をしない決定をした

ときは、速やかに当該申請を受理した署長を経由して認定の申請者に対し、その理由を付

した書面により認定をしない旨の通知を行うものとする。この場合において、教習・認定

申請処理簿の当該認定の申請者の備考欄に不認定の文字及び通知年月日を朱書しておくも

のとする。 

第５ 報告又は資料の要求 

 １ 交通企画課長は、次に掲げる事案を認知した場合において、法第75条の２の２第１項の規

定による報告又は資料の提出を求める必要があると認めたときは、その事業所の所在地を管

轄する署の署長を通じて、施行細則第26条に規定する報告・資料提出要求書を事業主に交付

して必要な報告又は資料の提出を求めるものとする。 

(１) 事業所が、法又は法に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項に違反

する行為を下命し、又は容認したと認められるとき。 

(２) 事業主が法第75条の２第１項又は第２項の規定により公安委員会の使用制限命令を受

けたとき。 

(３) 事業所の運転者が業務中又は通勤中に交通死亡事故を起こしたとき。 

(４) 事業所の運転者が業務中又は通勤中にひき逃げ事故を起こしたとき。 

(５) 事業所の運転者が業務中又は通勤中に飲酒運転で検挙されたとき。 

(６) 年度中に開催される全ての講習が終了した場合において、事業主がその事業所の安全

運転管理者等に当該講習を受講させなかったとき。 

(７) (１)から(６)までに掲げるもののほか、事業所における安全運転を確保するために必

要な交通安全教育等の実施状況その他安全運転管理の状況を把握し、又は指導する必要が

あると交通企画課長が認めたとき。 

 ２ 交通企画課長は、事業主又は安全運転管理者に対し報告又は資料の提出を求めるときは、

別表第３の報告・資料提出の要求基準により、必要な資料及び報告の内容を示して行うもの

とする。 

 ３ 交通企画課長は、事業主又は安全運転管理者に対し報告又は資料の提出を求めたときは、

当該事業の所在地を管轄する署の署長を通じて、事業所における自動車の安全な運転に必要

な業務の推進を図るため、安全運転管理の体制、方法等に関する指導を実施するものとする。 

４ 署長は、３の規定による指導を実施したときは、別記様式第11号の安全運転管理診断表に

より、交通企画課長に報告するものとする。 

第６ 解任命令 

１ 解任命令の上申 



 

(１) 交通企画課長は、安全運転管理者等が施行規則第９条の９第１項第２号ロに掲げる違

反行為を行った場合において、法第74条の３第６項の規定による解任命令（以下「解任命

令」という。）の必要があると認めるときは、署長に対し、解任命令の上申を行うよう通

知するものとする。 

(２) 署長は、(１)の通知を受けたとき、又は解任命令を行う必要があると認めたときは、

別記様式第12号の解任命令上申書に当該違反に当該違反事実を証明することができる資料

を添えて本部長に上申を行うものとする。 

(３) 交通企画課長は、署長から解任命令上申書の送付を受けたときは、公安委員会への上

申の手続をとるとともに、別記様式第13号の解任命令上申処理表に必要な事項を記載して、

その状況を明らかにしておくものとする。 

２ 解任命令の決定通知等 

(１) 交通企画課長は、公安委員会が行政手続法（平成５年法律第88号）第13条第１項第１

号の規定による聴聞を実施し解任命令の決定をしたときは、速やかに施行細則第24条に規

定する解任命令書を作成し、別記様式第14号の解任命令決定通知書とともに、上申を行っ

た署長に送付するものとする。 

(２) 解任命令書の送付を受けた署長は、名宛人である事業主に対し、解任命令書を交付す

るものとする。 

(３) 署長は、解任命令書の交付に併せて以後における安全運転管理を適正に実施するため、

安全運転管理者等として必要な地位及び資質のある者を選任するよう指導するものとする。 

(４) 署長は、解任命令書を交付したときは、解任命令決定通知書の執行欄にその状況を記

載した上、当該解任命令の対象となった安全運転管理者等の選任に係る届出書とともにこ

れを保管し、及び保存するものとする。 

第７ 是正措置命令 

１ 是正措置命令の上申 

  (１) 交通企画課長は、安全運転管理者等が、法第74条の３第７項の規定を遵守していない

ため、自動車の安全な運転が確保されていないと認める場合（以下「遵守事項違反」とい

う。）において、法第74条の３第８項の規定による是正措置命令（以下「是正措置命令」

という。）の必要があると認めるときは、署長に対し、是正措置命令の上申を行うよう通

知するものとする。 

    (２) 署長は、(１)の通知を受けたとき、又は是正措置命令を行う必要があると認めたとき

は、別記様式第12号の是正措置命令上申書に当該遵守事項違反に当該遵守事項違反事実を

証明することができる資料を添えて本部長に上申を行うものとする。 

(３) 交通企画課長は、署長から是正措置命令上申書の送付を受けたときは、別記様式第13

号の是正措置命令上申処理表に必要な事項を記載して、その状況を明らかにするとともに、

(２)の上申を受けた場合において、自動車の使用者に是正措置命令をしようとするときは、

交通部長の決定により行政手続法第13条第１項第２号の規定による弁明の機会を付与しな

ければならない。 

２ 是正措置命令の決定通知等 

(１) 交通企画課長は、１の(３)の弁明を審査し、自動車の使用者に対し是正措置命令をす



 

ることが相当と認めるときは速やかに施行細則第24条の２に規定する是正措置命令書を作

成し、別記様式第14号の是正措置命令決定通知書とともに、上申を行った署長に送付する

ものとする。 

(２) 是正措置命令書の送付を受けた署長は、自動車の使用者に対し、是正措置命令書を交

付するものとする。 

 (３) 署長は、是正措置命令書の交付に併せて以後における安全運転管理を適正に実施する

ため、安全運転管理者に対し、法第74条の３第２項の業務を行うため必要な権限を与える

とともに、同項の業務を行うため必要な機材を整えるよう指導するものとする。 

 (４) 署長は、是正措置命令書を交付したときは、是正措置命令決定通知書の執行欄にその

状況を記載した上、当該是正措置命令の対象となった安全運転管理者等の選任に係る届出

書とともにこれを保管し、及び保存するものとする。 



 

別表第１（第３関係） 

講習科目及び講習時間等の基準 

講 習 事 項 の 
区 分 

講 習 細 目 
講習
時間 

留 意 事 項 

１ 道路交通
の現状及び
交通事故の
実態 

(１) 自動車の保有台数、運転免許人口等
の現状 

(２) 交通事故、交通渋滞、交通公害その
他交通障害の状況 

(３) 交通規制の状況及び交通安全施設等
の整備状況 

(４) 交通事故の特徴及び原因の分析 
(５) 重大事故等の実例 

30分 ○ 県内の実情を重点的に説
明 

○ 事故統計を利用する場合
は、単に数字の提示にとど
まることなく、多角的に分
析した身近で、かつ、具体
的な事実等を提示すること。 

２ 自動車及
び道路の交
通に関する
法令の知識 

(１) 道路交通関係法令 
 ア 安全運転管理者制度 
 イ 事業主及び安全運転管理者等の責任

及び義務 
 ウ 運転者の遵守すべき事項 
 エ 自動車の使用制限処分制度 
 オ 道路交通関係法令の改正事項 
(２) 道路運送車両関係法令 
 ア 車両の保安基準 
 イ 車両の点検、整備及び検査 
(３) 自動車の保管場所の確保等に関する
法律（昭和37年法律第1 4 5号） 

 ア 車庫の確保 
 イ 違法駐車の防止 
(４) 車両制限令（昭和36年政令第2 6 5号） 
 ア 車両の幅、重量等の最高限度 
 イ 路肩通行その他通行方法の制限 
(５) その他交通事故と関連のある法令 

交通事故を起こした加害者の刑事上、
民事上及び行政上の責任 

60分 ○ 道路交通関係法令の全般
について教示し、安全運転
管理の第一歩が法令を遵守
することであることを認識
させること。 

３ 安全運転
のための知
識 

(１) 安全運転の生理 
ア 視覚の特性 
イ 過労等の要因及び影響 
ウ アルコール及び向精神薬等薬物の影   
 響 

(２) 運転者の適性及び性格 
ア 危険を認知する能力、運転における
動作等 

イ 交通環境等の異なる条件下での危険
に対する運転者の認識 

ウ 交通事故の当事者の心理的特性 
(３) 物理の法則 
 ア 車両の運動エネルギー 
 イ 速度と重量との関係 
 ウ 車両衝突時の衝撃力 
エ 摩擦と制動との関係 

 オ 遠心力と推進力との関係 
カ 車両の特性及び限界 

(４) 歩行者等の保護のための運転方法 
ア 自動車と歩行者等との関係 
イ 歩行者等の行動特性 
ウ 人間の行動特性を理解した予測運転 

(５) 危険な場面における走行方法 

60分 ○ ビデオ、スライド等視聴
覚教材を活用すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 遠心力による路外逸脱事
故、二輪車走行のバンク等
の関係を説明すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
○ 想定される交通事故の具 



 

  ア 道路環境、夜間、異常気象等悪条件
時における運転方法 

イ 基本に則った慎重な運転の必要性 
(６) 飲酒運転、過労運転等の危険性 

認知能力及び判断能力の低下等によ
る重大事故の危険性の増大 

(７) 高速道路における走行上の注意事項 
ア 車両の点検及び整備 
イ 積荷の点検 
ウ 制限速度の遵守及び車間距離の保持 
エ 急ハンドル及び急ブレーキの禁止 
オ 停止表示板の携帯確認 

(８) 事故及び故障時における措置 

  体的な事例を提示して説明
すること。 
 
 
 
 

○ 交通事故の具体的な事例
を提示するとともに、その
問題点を教示すること。 

４ 自動車の
運転者に対
する交通安
全教育に必
要な知識及
び技能 

(１) 交通安全教育指針について 
(２) 交通安全教育を行う者としての留意

事項 
ア 交通安全教育の意義についての理解 
イ 受講者の特性に応じた教育の内容及
び方法 

ウ 受講者の理解を深める交通安全教育
の方法 

エ 参加・体験・実践型の教育手法 
オ 交通安全教育の効果の検証 
カ 社会情勢等に応じた交通安全教育の
内容の見直し 

キ 受講者のプライバシーへの配慮 
ク 関係機関・団体相互の連携 

(３) 交通安全教育の目的 
(４) 交通安全教育の内容 

ア 運転に関する基本的事項の再教育 
イ 危険の予測及び回避 
ウ 状況に応じた運転能力の向上 
エ 安全運転に必要な科学的知識 
オ 運転適性指導及び運転技能指導 

60分 ○ 交通安全教育指針に基づ
く交通安全教育に関する配
意すべき事項を教示するこ
と。 

 カ 運転計画及び運行に関する計画の作
成及び活用 

キ 積載物の正しい積み方 
ク 過積載の危険性 
ケ 死角及び内輪差の確認等 
コ 乗車人員の安全の確保 

(５) 交通安全教育を実施するに当たって
配意すべき事項 

  

５ 安全運転
管理に必要
な知識及び
技能 

(１) 安全運転管理と企業の社会的責任 
ア 安全運転管理の意義及び目的 
イ 安全運転管理に対する企業の責任 
ウ 安全運転管理のための条件づくり 

(２) 運行の管理 
ア 運行計画の作成 
イ 運行の割当て 
ウ 運行状況の把握 
エ 異常気象時等の措置 
オ 危険物等運搬時の措置 

(３) 車両の管理 
ア 車両使用規程の制定 
イ  車両の点検整備 
ウ  車両の使用状況の把握 

120分  
 
 
 
○ 安全運転管理者等及びそ
の任務等を明確にした規程
を例示すること。 

 
 
 
○ 車両管理規程、車両台帳
の様式等を提示すること。 

○ 運行記録計の見方及び活
用方法を教示すること。 



 

 (４) 運転者の管理 
ア 勤務時間及び運転時間の適正化 
イ 点呼、日常点検、運転日報等 
ウ 休養、厚生その他職場環境の整備 
エ 運転者個々の運転適性の把握と適正
配置 

(５) 運転者の指導教育 
ア 教育訓練の計画 
イ 教育訓練の方法及び内容 
ウ 教育訓練の効果測定及びその利用 

(６) 交通事故の発生時の措置 
ア 救急措置及び安全運転管理者等への
報告 

イ 交通事故の状況の正確な記録及び事
故原因の究明 

 ○ 疲労の外見的な認定要領
を例示すること。 

○ 適性検査の方法を例示す
ること。 

○ Ｋ２検査を活用すること。 
 
○ 年間及び月例訓練計画を
例示すること。 

○ 情報を多く提供するため
の媒体等を例示すること。 

６ 交通事故
と賠償 

(１) 交通事故に対する企業の責任 
ア 交通事故に対する企業の民事責任 
イ 企業の責任の具体的内容 
ウ 損害賠償の基本 

(２) 損害賠償責任の意義、根拠及び内容 
(３) 自動車保険制度（自動車損害賠償責
任保険及び任意自動車保険）の仕組み 

(４) 民事責任に関する事例 

30分 ○ 交通事故時のマニュアル、
交通事故の報告事例等を提
示すること。 

 
 
○ 交通事故に関する相談機
関を紹介すること。 

○ 具体的な裁判事例を提示
すること。 

 

  



 

別表第２（第４関係） 

教習時間及び教習科目基準 

教習事項の区分 
教習 
時間 

教 習 細 目 

１ 道路交通の現状及び交通事

故の実態 

30分 (１) 自動車の保有台数、運転免許人口等の現状 

(２) 交通事故、交通渋滞、交通公害その他交通傷害

の状況 

(３) 交通規制の状況及び交通安全施設等の整備状況 

(４) 交通事故の特徴及び原因の分析 

(５) 重大事故等の実例 

２ 自動車及び道路の交通に関

する法令の知識 

60分 (１) 道路交通関係法令 

 ア 安全運転管理者制度 

 イ 事業主及び安全運転管理者等の責任及び義務 

 ウ 運転者の遵守すべき事項 

 エ 自動車の使用制限処分制度 

 オ 道路交通関係法令の改正事項 

(２) 道路運送車両関係法令 

 ア 車両の保安基準 

 イ 車両の点検、整備及び検査 

(３) 自動車の保管場所の確保等に関する法律 

 ア 車庫の確保 

 イ 違法駐車の防止 

(４) 車両制限令 

 ア 車両の幅、重量等の最高制限 

 イ 路肩通行その他通行方法の制限 

(５) その他交通事故と関連のある法令 

交通事故を起こした加害者の刑事上、民事上及

び行政上の責任 

３ 安全運転のための知識 60分 (１) 安全運転の生理 

 ア 視覚の特性 

 イ 過労等の要因及び影響 

 ウ アルコール及び向精神薬等薬物の影響 

(２) 運転上の性格適性 

 ア 認知と動作等について個人差の存在 

 イ 交通環境等異なる条件下での危険に対する運転

者の認識 

 ウ 交通事故の当事者の心理的特性 

(３) 物理の法則 

 ア 車両の運動エネルギー 

 イ 速度と重量との関係 

ウ 摩擦と制動との関係 
 エ 遠心力と推進力との関係 
オ 車両の特性及び限界 

(４) 歩行者等保護のための運転方法 
 ア 自動車と歩行者等の関係 

イ 歩行者等の行動特性 
 ウ 人間の行動特性を理解した予測運転 
(５) 危険な場面における走行方法 
 ア 道路環境、夜間、気象条件等が悪条件であると

きにおける運転方法 



 

  イ 基本に則った慎重な運転の必要性 

(６) 飲酒運転、過労運転等の危険性 

   認知能力及び判断能力の低下等による重大事故

の危険性の増大 
(７) 高速道路上における走行上の注意事項 
ア 車両の点検及び整備 

 イ 積荷の点検 
 ウ 制限速度の遵守及び車間距離の保持 
 エ 急ハンドル及び急ブレーキの禁止 
 オ 停止表示板の携帯確認 

  (８) 事故及び故障時における措置 

４ 安全運転管理についての心
構えと方法 

90分 (１) 安全運転管理と企業の社会的責任 
 ア 安全運転管理の意義と目的 
 イ 安全運転管理に対する企業の責任 
 ウ 安全運転管理のための条件づくり 
(２) 運行の管理 
 ア 運行計画の作成 
 イ 運行の割当て 
 ウ 運行状況の把握 
 エ 異常気象時等の措置 
 オ 危険物等運搬時の措置 
(３) 車両の管理 
 ア 車両使用規程の制定 
 イ 車両の点検整備 
 ウ 車両の使用状況の把握 
(４) 運転者の管理 
 ア 勤務時間及び運転時間の適正化 
 イ 点呼、日常点検、運転日報等 
 ウ 休養、厚生その他職場環境の整備 
 エ 運転者個々の運転適性の把握と適正配置 
(５) 運転者の指導教育 
 ア 教育訓練の計画 
 イ 教育訓練の方法及び内容 
 ウ 教育訓練の効果測定及びその利用 
(６) 事故発生時の措置 
 ア 救急措置及び安全運転管理者等への報告 
 イ 交通事故状況の正確な記録及び事故原因の究明 
 ウ 損害賠償の処理 
(７) 事故防止対策 
 ア 事故原因の究明 
 イ 事故防止対策の検討 
 ウ 管理体制の整備 
(８) 自主的な安全運転管理対策 
 ア 表彰制度 
 イ マイカークラブ等の結成 



 

別表第３（第５関係） 

報告・資料提出の要求基準 
        対象事案 

 
提出資料等 

下命・容認事
案 

使用制限命令事案 
業務中・通勤中 
の 死 亡 事 故 

業務中・通勤中 
の救護義務違反 

業務中・通勤中 
の 飲 酒 運 転 

安全運転管理者
等講習未受講 

その他必要があ
ると認めたとき 

提

出

を

求

め

る

資

料 

⑴ 各種規程(安全運転管理
規程､運転者服務規程等) 

○ ○    ○ ○ 

⑵ 運転者台帳､車両台帳 ○ ○    ○ ○ 

⑶ 車両点検に関する書類 ○ ○     ○ 

⑷ 運行計画に関する書類 ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

⑸ 運転日誌(日報)に関す
る書類 

○ ○ ○ ○ ○  ○ 

⑹ タコメーター等運転記
録 

○ ○ ○ ○ ○  ○ 

⑺ 運転者の交通安全指導
に関する書類 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

⑻ その他安全運転管理に
関する書類 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

報

告

を

求

め

る

内

容 

⑴ 安全運転管理の組織系
統 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

⑵ 安全運転管理者の職務
権限と範囲 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

⑶ 安全運転管理の具体的
実施状況 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

⑷ 事故・事件に対する具体
的措置 

○ ○ ○ ○ ○   

⑸ 運転者に対する個別指
導の状況 

○ ○ ○ ○ ○   

⑹ 事故・事件発生後の具体
的対策 

○ ○ ○ ○ ○   

⑺ その他安全運転管理上
必要な措置 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

備考 ○印のあるものについて、報告又は資料の提出を求めるものとする。



 

 

別記様式第１号（第２関係） 

 

安全運転管理者等届出事項確認表 
 

届出区分 

□選任             安全運転管理 
□解任             事業所の名称 

署  長 課  長 

 

 

 

審 査 項 目 疎 明 資 料 の 審 査 
審査結果 

担当者 課 長 

安全運転管理者等に関する届出書 □届出に必要な事項が記載されているか。 
□適 
□不適 

  

添付書類 

□必要な添付書類は揃っているか。 

□記載事項に不備はないか。 

□様式に適合しているか。 

□適 
□不適 

 

届出書の提出期間 
□安全運転管理者等が選任されて15日以内に

届出がなされているか。 

□適 
□不適 

 

副安全運転管理者の選任 

□車両台数が20台を超えており、副安全運転

管理者の選任が必要な事業所でないか。 

（20 台を超えるごとに 1 人） 

□適 
□不適 

 

資   
 
格  
 
要  
 
件 

欠
格
事
由
に
該
当
す
る
者
で
な
い
か
。(

全
項
目) 

年齢要件を満たしているか。 
（安全運転管理者は20歳（副安全運転管理者が置か
れることとなる場合にあっては、30歳）以上、副安
全運転管理者は20歳以上） 

□戸籍抄本若しくは住民票の写し又は運転免

許証若しくは個人番号カード（表面のみ）

を複写機により複写したもの 

□適 
□不適  

 

公安委員会の命令により安全運転管理者等を解任さ
れて２年を経過していない者でないか。 

□安全運転管理者等に係る行政処分歴はない

か。(確認先：交通企画

課        ) 

□適 
□不適 

 

次の違反をして２年以内の者でないか。 
○ ひき逃げ   ○ 酒気帯び・酒酔い運転 
○ 飲酒運転幇助行為等（車両提供､酒類提供､同乗） 
○ 無免許運転 
○ 無免許運転幇助行為等（車両提供、同乗） 
○ 麻薬等運転  ◯ 妨害運転 
○ 自動車の使用制限命令違反 

□運転記録証明書 
□適 
□不適 

 

次の違反を下命・容認して２年以内の者でないか。 
○ 酒酔い・酒気帯び運転 ○ 無免許運転 
○ 過労・麻薬等運転   ○ 積載制限違反 
○ 最高速度違反運転  ○ 車両の放置行為 
○ 大型自動車等の無資格運転  

□運転記録証明書 
□適 
□不適 

 

資
格
要
件
を
充
足
す
る
者
か
。(

該
当
項
目)

 

【安全運転管理者】 
自動車の運転の管理に関し、２年以上の実務経験を
有する者か。 

□届出書 
□運転管理経歴証明書 

□適 
□不適 

 

【安全運転管理者】 
公安委員会が実施する教習を修了した者で、自動車
の運転の管理に関し、１年以上の実務経験を有する
者か。 

□届出書 
□教習修了証書 
□運転管理経歴証明書 

□適 
□不適 

 

【副安全運転管理者】 
自動車の運転の管理に関し、１年以上の実務経験を
有する者、又は自動車の運転の経験の期間が３年以
上の者か。 

□届出書 
□運転管理経歴証明書又は運転経歴証明書 

□適 
□不適 

 

【安全運転管理者･副安全運転管理者】 
公安委員会が認定する安全運転管理者等としての能
力を有する者か。 

□届出書 
□安全運転管理者等資格認定書 

□適 
□不適 

 

解
任
理
由 

□車両台数の減少による法定要件の不備 
□事業所の解散又は倒産 
□事業所の統廃合 
□その他の解任理由（             ） 

□車両の減少を疎明する資料 
□事業所の解散又は倒産を疎明する資料 
□事業所の統廃合を疎明する資料 
□その他の解任を疎明する資料 

□適 
□不適 

 

適否 

（疑義等に関する意見） 

備考 
１ 審査結果の項の担当者欄の記載は、適又は不適の該当する□にレ印を付し、課長の欄は適又は不適を○×でチェックする
とともに、適否欄には、疑義又は検討事項の詳細若しくは意見を記載するものとする。 

 ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 



 

 

別記様式第２号（第２、第４関係） 

      年  月  日 

 

      殿 

 

署長 

 

安全運転管理者等に関する資料送付書 

□安全運転管理者等に関する届出書 
及び関係書類を 

□送付 
します。 

□教習・認定申請書 □移送 

整 理 

番 号 
事 業 所 所 在 地 事 業 所 名 

安全運転管理者等

又は申請者の氏名 

選任・解

任の別 
区分 

     
□届出 
□教習･認定 
□移送 

     
□届出 
□教習･認定 
□移送 

     
□届出 
□教習･認定 
□移送 

     
□届出 
□教習･認定 
□移送 

     
□届出 
□教習･認定 
□移送 

     
□届出 
□教習･認定 
□移送 

     
□届出 
□教習･認定 
□移送 

     
□届出 
□教習･認定 
□移送 

     
□届出 
□教習･認定 
□移送 

     
□届出 
□教習･認定 
□移送 

     
□届出 
□教習･認定 
□移送 

     
□届出 
□教習･認定 
□移送 

備考 

１ 該当する□にレ印を付すこと。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 



 

 

別記様式第３号（第３関係） 

 

安 全 運 転 管 理 者 等 講 習 実 施 計 画 

１ 根拠 

 ・ 実 施 者     道路交通法第 108条の２第１項第１号（公安委員会） 

・ 講習時間 道路交通法施行規則第 38条第１項第３号及び道路交通法施行細則第 86条 

（１回につき６時間） 

 ・ 受講義務 道路交通法第 74条の３第８項（使用者の義務） 

２ 実施期間 

     年  月から   年  月までの間 

３ 実施回数 

     回 

４ 開催日程等 

 

開催日程 開 催 場 所 
受   講  対  象  者  

受 講 区 分 
（署・ブロック等） 

対象人員 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

受 講 対 象 人 員（ 予 定 ）  

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

  



 

 

別記様式第４号（第３関係） 

 

 

委   嘱   状 

 

         殿 

 

 

 

 道路交通法第１０８条の２第１項第１号に   

規定する安全運転管理者等に対する講習の講

師に委嘱します。 

 

 

 

              年  月  日 

 

          香川県警察本部長 印 

 

 
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

 



 

 

別記様式第５号（第３関係） 

（表） 

 

理   由   書 

                              年  月  日 

 

     警察署長 殿 

 

 

氏  名              

(事業主) 

 私は、道路交通法第 74条の３第１項及び第４項の規定により自動車の使用者と

して、安全運転管理者等を選任し、これを香川県公安委員会に届け出ている者で

ありますが、この度、同公安委員会から同法第 108 条の２第１項第１号に掲げる

安全運転管理者等に対する講習を行う旨の通知を受けたにもかかわらず、当該安

全運転管理者等に当該講習を受けさせることをせず、同法第 74条の３第９項の規

定による自動車の使用者としての義務を履行しませんでした。 

 今後は、安全運転管理者等に講習を受講させることはもとより安全運転管理の

充実に努力いたします。 

（

 
事

業

主

 

） 

自

動

車

の

使

用

者 

住 所 
 

事 業 所 名 
 

代表者氏名 

生 年 月 日 

 
 

           年  月  日（   歳） 

安

全

運

転

管

理

者

等 

受

講

さ

せ

る

べ

き 

区 分  □安全運転管理者    □副安全運転管理者 

氏 名 

( 年 齢 ) 
 

選任年月日     年  月  日 

職務の内容

地 位 
 



 

 

今

回

受

講

さ

せ

な

か

っ

た

理

由 

 

場

合

は

そ

の

理

由 

二

年

以

上

受

講

さ

せ

な

か

っ

た 

 

 

※  

未受講年度 

及 び 回 数 

   年度   年度   年度   年度   年度 
    

       回 

※ 
 
 

 指導状況及び 

 警察署の意見 

 

 

 

 

担当者職氏名 

備 考 ※印は、警察署において記入すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

  

（裏） 



 

 

別記様式第６号（第３関係） 

   

 

 

講習修了通知書 

 

 

事 業 所 名 

 

 

管 理 者 氏 名                 殿 

 

 

 あなたは、  年度の安全運転管理者等講習を修了した

ので通知します。 

 

年  月  日 

 

 

       香川県警察本部交通部長 印 

 
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。



 

 

別記様式第７号（第３関係） 

 

 

安全運転管理者等講習免除通知書 

  

 

                                                  年  月  日 

 

            殿 

 

 

                                  香川県警察本部交通部交通企画課長 

 

 

 

あなたは、自動車安全運転センターが主催する「安全運転管理者課程」の研修

（  年  月  日から  年  月  日までの間）を修了されていますの

で、下記の手続により、  年度及び  年度の２回に限り、安全運転管理者等講

習を免除します。 

記 

１ 講習免除の申請 

「安全運転管理者等講習免除届出書」に必要な事項を記載し、事業所を管轄す

る警察署の交通課を通じて講習免除の届出を行ってください。 

    なお、警察署へは、上記研修の「修了証書」を持参してください。 

２ 講習免除届出の期限 

 年  月  日（ ）までに申請してください。 

 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。



 

 

別記様式第８号（第３関係） 

 

 

安全運転管理者等講習免除届出書 

 

 

                                                      年   月   日 

 

  香川県警察本部交通部交通企画課長  殿 

 

 

                                         届出者 

                                         氏  名             

 

所属事業所名称                              （選任番号          ） 

事 業 所 所 在 地                               （         警察署管内） 

届 

出 

者 

資   格 
自動車安全運転センターの主催する「安全運転管理者課程」の

研修の受講修了者 

住   所  

氏   名 

生 年 月 日      

 

 

                                 年    月    日      

研 修 年 月 日  年  月  日から  年  月  日までの間 

備考 

１ 講習免除届出者は、自動車安全運転センターの主催する「安全運転管理者課

程」の研修を修了された安全運転管理者及び副安全運転管理者に限られます。 

２ この届出書に必要な事項を記載の上、自動車安全運転センターの「修了証

書」を添えて事業所を管轄する警察署の交通課へ提出してください。 

 

 
確 認 

者 印 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。



 

 

別記様式第９号（第４関係） 

教習・認定申請処理簿 

受 理
番 号 受理年月日 

教習・認

定 の 別 

管理者

等の別 

申      請      者 教習・認定を受けようとする者 教 習 修 了 書 

認 定 書 番 号 

教習修了･認定

年 月 日 
備 考 住 所 

（所在地） 
氏 名 
（名称･代表者） 

職務上の地位 氏名及び生年月日 

 ・ ・ 
□教習 

□認定 

□安 管 

□副安管 
   

 

 年 月 日（  歳） 
第   号 ・   ・   

 ・ ・ 
□教習 

□認定 

□安 管 

□副安管 
   

 

 年 月 日（  歳） 
第   号 ・   ・   

 ・ ・ 
□教習 

□認定 

□安 管 

□副安管 
   

 

 年 月 日（  歳） 
第   号 ・   ・   

 ・ ・ 
□教習 

□認定 

□安 管 

□副安管 
   

 

 年 月 日（  歳） 
第   号 ・   ・   

 ・ ・ 
□教習 

□認定 

□安 管 

□副安管 
   

 

 年 月 日（  歳） 
第   号 ・   ・   

 ・ ・ 
□教習 

□認定 

□安 管 

□副安管 
   

 

 年 月 日（  歳） 
第   号 ・   ・   

 ・ ・ 
□教習 

□認定 

□安 管 

□副安管 
   

 

 年 月 日（  歳） 
第   号 ・   ・   

 ・  ・  
□教習 

□認定 

□安 管 

□副安管 
   

 

 年 月 日（  歳） 
第   号 ・   ・   

備考  
１ この様式において、安管とは安全運転管理者を、副安管とは副安全運転管理者をいう。 
２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。



 

 

別記様式第 10号（第４関係） 

 

安全運転管理者等認定審査表 
 

安全運転管理者等の区分                申請者の氏名 

□安全運転管理者 
□副安全運転管理者 

交通部長 

 

 

審査項目 疎明資料の審査 
審査結果 

担当者 補  佐 課  長 

認定申請書 
□申請に必要な事項が記載されている

か。 

□適 
□不適 

  

添付書類 

□必要な添付書類が揃っているか。 

□記載事項に不備はないか。 

□様式に適合しているか。 

□適 
□不適 

  

欠
格
事
由
に
該
当
す
る
者
で
な
い
か
。
（
全
項
目
） 

年齢要件を満たしているか。 
（安全運転管理者は20歳（副安全運転管理者が
置かれることとなる場合にあっては、30歳）以
上、副安全運転管理者は20歳以上) 

□戸籍抄本若しくは住民票の写し又は

運転免許証若しくは個人番号カード

（表面のみ）を複写機により複写し

たもの 

□適 
□不適  

  

公安委員会の命令により安全運転管理者等を解
任されて２年を経過していない者でないか。 

□安全運転管理者等に係る行政処分歴

はないか。 

□適 
□不適 

  

次の違反をして２年以内の者でないか。 
○ ひき逃げ   ○ 酒気帯び・酒酔い運転 
○ 飲酒運転幇助行為等（車両提供､酒類提供､

同乗） 
○ 無免許運転 
○ 無免許運転幇助行為等（車両提供、同乗） 
○ 麻薬等運転  ◯ 妨害運転 
○ 自動車の使用制限命令違反 

□運転記録証明書 
□適 
□不適 

  

次の違反を下命・容認して２年以内の者でない
か。 
○ 酒酔い・酒気帯び運転 ○ 無免許運転 
○ 過労・麻薬等運転   ○ 積載制限違反 
○ 最高速度違反運転  ○ 車両の放置行為 
○ 大型自動車等の無資格運転 

□運転記録証明書 
□適 
□不適 

  

適
格
性
を
有
す
る
者
か
。
（
該
当
項
目
） 

道路運送法及び貨物自動車運送事業法に規定
する運行管理者としての経験のある者か。 

□認定申請書 
□適 
□不適 

  

道路運送法第３条に規定する一般旅客自動車
運送事業又は貨物自動車運送事業法第３条に
規定する一般貨物自動車運送事業若しくは同
法第35条に規定する特定貨物自動車運送事業
を経営した経験のある者か。 

□認定申請書 
□適 
□不適 

  

自動車安全運転センター法第３条の自動車安
全運転センターが主催する安全運転管理者課
程（４日課程又は５日課程）の研修を修了した
者か。 

□認定申請書 
□安全運転管理者課程修了証書 

□適 
□不適 

  

自動車の運行に関し、直接指導・監督できる立
場にあるか。 

□確認申請書 
□運転管理経歴証明書 
□運転記録証明書 

□適 
□不適 

  

人事・業務管理者としての職務経験があるか。 

自動車の運転者に対し運転について指導し、又
は監督した経験があるか。 

安全運転管理に関する知識を習得するための専
門教育を受けた経験があるか。 

適否 

（疑義等に関する意見） 

 

 

備考 
１ 審査結果の項の担当者欄は適又は不適の該当する□にレ印を付し、補佐の欄及び課長の欄は適、不適を○×でチェッ
クするとともに、適否欄には、疑義又は検討事項の詳細若しくは意見を記載するものとする。 

 ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

  



 

 

 

安 全 運 転 管 理 診 断 表                     

署   確   認   欄 

 

 

訪

問

事

業

所 

名 称  訪 問 
月 日 

  月  日(  ) 
自
至 

時   分 
時   分 

所在地 
 

訪 問 
 

実施者 

所属 (役職 )       氏   名 

代表者 
   

管理者 
   

(地位氏名) 
   

使

用

自

動

車

台

数 

乗  用 貨  物 大

型

特

殊 

小

型

特

殊 

大

型

二

輪

※ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

普

通

二

輪

※ 

合

計 

管

理

車

両

運

転

者

数 

マイカー 
通 勤 

従業員 
総 数 
(  人) 

業

種

種

別 
○官公署 ○独立行政法人等  

○農業(農協) ○林業 ○漁業 ○鉱業 

○建設業 ○製造業 ○卸・小売業 

○不動産業 ○金融保険業 ○運輸業 

○電気ガス業 ○通信業 

○サービス業 ○その他 

大

型 

中

型 

準

中

型 

普

通 

軽 

大

型 

中

型 

準

中

型 

普

通 

軽 

四
輪 

二
輪 

男 女 

                    表

彰 

○事業所表彰 ○管理者表彰 

あり  なし あり  なし 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 人 台 台 人 人 

管 

理 

体 

制 

１  事業主は、安全運転管理に熱意と理解があるか。 あ る 普 通 な い   

２  安全運転管理規程等は、定めているか。 い る 作成中 いない   

３  事業所内に交通安全に関する自主組織はあるか。 あ る 結成中 な い   

４  交通事故防止に関し、事業主が方針を明示しているか。 い る 普 通 いない   

５  安全運転管理者としての権限が明確に与えられているか。 い る 普 通 いない   

６  ①車両台帳はあるか。 ②記入整理されているか。 ①ある な い ②いる いない  

７  ①運転者台帳はあるか。 ②記入整理されているか。 ①ある な い ②いる いない  

運

行

管

理 

８  運転者等に対して点呼を行っているか。 毎 日 週１回 月１回 いない  

９  ①日常点検を行っているか。 ②点検簿は記入されているか。 ①毎日 ときどき いない ②いる いない 

10  点呼や点検時に安全運転の必要な指示をしているか。 い る ときどき いない   

11  運行計画を作成して周知しているか。 い る いない    

12  長距離及び夜間運転には交替運転者を配置しているか。 い る いない 対象なし   

13  気象情報等について運転者に必要な指示をしているか。 い る 普 通 いない   

14  ①運転日誌を備付けているか。 ②記録させているか。 ①いる いない ②いる いない  

15  運転者に対し交通安全教育及び指導を徹底しているか。 い る 普 通 いない   

16  交通(道路)情報を運転者に知らせているか。 い る 普 通 いない   

車

両

管

理 

17  自動車管理の責任体制は、できているか。 い る 普 通 いない   

18  事業用車両は、よく洗車手入れされているか。 い る 普 通 いない   

19  自動車のエンジンキーの保管責任体制は、できているか。 い る 普 通 いない   

20  自動車の保管は、万全か。 万 全 普 通 不 備   

21  ①自動車の経費管理はよいか。 ②保険は十分かけられているか。 ①よい 普 通 わるい ②いる いない 

運

転

者

管

理 

22  運転者の運転記録は、把握されているか。 い る 普 通 いない   

23  運転免許証等の点検管理は、できているか。 い る 普 通 いない   

24  運転者の声を聞き、相談にのっているか。 い る 普 通 いない   

25  無事故、無違反、模範運転者等の表彰を行っているか。 い る いない    

26  運転適性検査を受けさせているか。 い る いない    

教

育

訓

練 

27  計画的に運転者教育をしているか。 い る 普 通 いない   

28  ①事故や違反報告をさせているか。 ②その際適切な指導をしているか。 ①いる いない ①いる まあまあ いない 

29  事故や違反事例について、話したり情報を知らせているか。 い る 普 通 いない   

30  マイカーについて十分な指導教育をしているか。 い る 普 通 いない   

評 

 

点 

管 理 体 制       ５４３２１       (点) 総 

合 

評 

価 

５ 21～25 (点) 

運 行 管 理       ５４３２１       (点) ４ 16～20 (点) 

車 両 管 理       ５４３２１       (点) ３ 11～15 (点) 

運転者管理  ５４３２１       (点) ２ 6～10 (点) 

※ 大型自動二輪車及び普通自動二輪車の１台は、0.5台として計算すること。 

  

別記様式第 11号（第５関係） （表） 



 

 

 

項 目 内                          容 

事

業

主

の

説

明

要

点 

 

管

理

者

の

説

明

要

点 

 

関

係

者

の

意

見

要

点 

 

実 

施 

者

の

総

合

意

見

と

改

善

事 

項 

推

奨

事

項 

 

問

題

点 

 

改

善

約

束

事

項 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

（裏） 



 

 

別記様式第 12号（第６、第７関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 本 部 長  殿 

署長 

 

上申書 

 

道路交通法第 74条の３第 項の規定により、次のとおり 

      

の処分を行う必要があるので上申する。  

自

動

車

の

使

用

者 

自 動 車 の 

使用の本拠 

名 称  整理番号 

位 置   

職 務 上 の 地 位 
 

氏 名 

生 年 月 日 

             

  年  月  日 

      （  歳） 

命 

令 

の 

理 

由 

安 全 運 転 

管 理 者 等 

住 所  

選 任 

年 月 日 
      年   月   日 

職務上の

地 位 
 

氏 名 
生年月日 

 

            

      年  月  日 

        （  歳） 

違 反 条 項 
 

違 反 事 実 の 要 旨 

 

上 申 意 見 
 

※ 

命 令 の 状 況 

命 令 決 定 年 月 日 解 任 等 年 月 日 命 令 書 交 付 番 号 

  年  月  日   年  月  日 第      号 

備考 

１ ※印欄は、記入しないこと。 

２ 不要な文字は、横線で消すこと。 

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

解 任 命 令 

是 正 措 置 命 令 

６ 

８ 

安全運転管理者等の解任命令 

自動車の使用者に対する是正措置命令令 



 

 

別記様式第 13号（第６、第７関係）  

          上申処理表 

 

受 理

番 号 
受理年月日 

自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置 

及 び 使 用 者 の 氏 名 

安 全 運 転 管 理 者 等 上 申 理 由 

（ 違 反 条 項 ） 

解任等 

年月日 
備  考 

職務上の地位 氏名及び生年月日 

 ・  ・      ・  ・   

 ・  ・      ・  ・   

 ・  ・      ・  ・   

 ・  ・      ・  ・   

 ・  ・      ・  ・   

 ・  ・      ・  ・   

 ・  ・      ・  ・   

 ・  ・      ・  ・   

 ・  ・      ・  ・   

 ・  ・      ・  ・   

解 任 命 令 

是 正 措 置 命 令 

備考  

１ 不要な文字は、横線で消すこと。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

 



 

 

別記様式第 14号（第６、第７関係） 

                    第     号 

  年  月  日 

 

       署長 殿 

 

                            本  部  長 

 

        決 定 通 知 書 

 

    年 月 日付け、 第  号をもって上申のあった、下記の者に対する処分

については、香川県公安委員会において審理の結果、         の    

命令が決定したので、別添の              命令書を事業主に交付の

上、当該処分を執行されたい。 

自動車の 
 
 

使 用 者 

氏名（法人にあ
っては、その名
称及び代表者の
氏名）及び住所 

 

自動車の使用の
本拠の名称及び
位 置 

 

執 行 

日 時 

 

場 所 

 

取 扱 者 

 

備考  

１ 不要な文字は、横線で消すこと。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

 

安全運転管理者等 
自 動 車 の 使 用 者 

解 任 命 令 

是 正 措 置 命 令 

解任 

是正措置 

安全運転管理者等解任 
是 正 措 置 


